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令和７年度居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証において見受けられた事案

に係る注意喚起について（通知）

日頃から本市の介護保険行政への御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

令和７年度における書面の点検及び実地でのヒアリングを実施する中で傾向として見受

けられた事案の一部を掲載しますので、各関係事業所において、同様の事案が生じていない

かを御確認いただくとともに、同様の事案が生じている場合は、早急に妥当性及び必要性の

確認を行っていただきますようお願いします。

また、令和８年度におきましても引き続き、利用者の自立支援に資する過不足のないサー

ビス提供となっているかの観点から、厚生労働大臣が定める基準（令和３年厚生労働省告示

第３３６号）に規定する要件に該当する居宅介護支援事業所を抽出し、医療等専門職の多職

種によるケアプランの検証を実施いたします。

今後、対象として抽出した居宅介護支援事業所には、別途通知を行いますので、当該通知

を受けた居宅介護支援事業所につきましては、ケアプラン等の届出に御協力くださいます

ようお願いいたします。

１ 令和７年度のケアプラン検証において見受けられた事案

（１）利用者の情報収集、心身機能、環境の評価、総合的な課題の把握が不足しており、ケ

アプランに位置付けられているサービスの必要性の根拠（プランの中で本人が何がで

きて何ができていないのかの整理されておらず、できない部分に対してどのような支

援が必要なのかの根拠）が判断できなかった。

（２）ケアプランの作成の過程において、本人の残存機能を活かすという視点、利用者の日

常生活上の能力、利用者を取り巻く環境等の評価と生活の質の向上に向けて解決すべ

き課題の把握（課題分析）が不足していることが見受けられた。



（３）利用者の個別性にかかわらず、モーニングケアやナイトケアの形で類似した内容の訪

問介護が各利用者の支給限度までケアプランに位置付けられており、一方で利用者の

自立支援において必要と思われる医療系サービスの導入の検討がなされていなかった。

（４）サービス提供事業所の介護職員や高齢者向け住まいの職員からの聞き取りが中心の

アセスメントとなっており、ケアプランに位置付けているサービス導入の必要性の理

由についても「サービス提供事業者から必要であると言われた」といった理由であった。

（５）高齢者向け住まいで生活している方において、介護サービスのみならず、高齢者向け

住まいでのインフォーマルサービスも含めた形でケアプランに整理ができていなかっ

た。

（６）個々の利用者に対するケアプランにおける口腔ケアの支援内容に関する記載が不十

分な案件が見られた。

２ 本市が実施する居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証の基準等について

（１）令和４年９月７日付け旭介保第１８０号「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプ

ラン検証等」について

（２）ケアプラン点検に関するＱ＆Ａ（第２版）

※詳しくは以下の旭川市介護保険課ホームページを御確認ください。

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/osirase/d074116.html

（連絡先）

旭川市福祉保険部介護保険課管理給付係

電話 ２５－６４８５


